
 

 
令和７年３月 26 日 

国土交通省関東地方整備局 
河川部 

江戸川河川事務所 
 

「中川･綾瀬川流域水害対策計画」の策定について 
 

「中川･綾瀬川流域水害対策協議会（以下、協議会という）」では、特定都市河川浸水被害
対策法第４条に基づく「流域水害対策計画」の策定に向けて検討を進めてきました。 
このたび、計画の策定主体である流域内の都県・28 市区町及び国が連携し、｢中川・綾瀬

川流域水害対策計画｣を令和７年３月 26 日に策定しました。 
 

中川・綾瀬川流域では、これまでの度重なる浸水被害、気候変動に伴う水害の発生リスクの増
大という新たな課題等を踏まえ、これまでの総合治水対策を生かしながら、将来にわたって安全
な流域を実現し、特定都市河川浸水被害対策法の法的枠組みを活用した流域治水を推進するた
め、令和６年３月２９日に利根川水系中川・綾瀬川等の計４３河川を特定都市河川・流域に指定
しました。 
その後、浸水被害の防止･軽減を図る対策を流域一体で計画的に進めるため、計画の策定主体

及び関係機関からなる協議会を設立し、検討を進めてきました。 
 
＜参考＞協議会構成員 
計画の策定主体（茨城県、埼玉県、東京都の知事及び流域の 28 市区町の首長、 

下水道管理者、関東地方整備局長） 
関係機関（関東財務局 管財第一部長、関東農政局 農村振興部長、 

関東地方環境事務所 事務所長、東京管区気象台 気象防災部長、 
独立行政法人水資源機構利根導水総合管理所 管理所長） 

 
「中川・綾瀬川流域水害対策計画」及び中川･綾瀬川特定都市河川及び流域の指定、協議会の

開催状況は、江戸川河川事務所ウェブサイトに掲載しています。 
江戸川河川事務所ホームページにて「中川・綾瀬川流域水害対策計画」と検索いただきご確認

ください。または、別紙に記載の URL 及び QRコードより閲覧が可能です。 
 
 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会  茨城県政記者クラブ   
埼玉県政記者クラブ  都庁記者クラブ  

＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局 河川部 
電話：０４８－６０１－３１５１（代表）  ＦＡＸ：０４８－６００－１３７８ 
河川計画課長  石田（内線：３６１１） 
建設専門官   島田（内線：３６１６） 
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令和７年３月 

 

国土交通省関東地方整備局 

茨 城 県 

埼 玉 県 

東 京 都 

 

五霞町 さいたま市 熊谷市 川口市 行田市 

加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 上尾市 

草加市 越谷市 桶川市 久喜市 北本市 

八潮市 三郷市 蓮田市 幸手市 吉川市 

白岡市 伊奈町 宮代町 杉戸町 松伏町 

足立区 葛飾区 江戸川区 
 

計画本文、協議会の開催状況は、江戸川河川事務所ウェブサイトで掲載しています。 
計画本文：https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01248.html 
特定都市河川の指定：https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html 
協議会の開催状況：https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01224.html 
 

（別紙） 
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